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防災・減災対策、健康危機管理について

令和７年1月

大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室



本日 都道府県の皆様にお伝えしたいこと
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【情報共有】

＜防災・減災対策＞
○能登半島地震の教訓を踏まえた、災害時における保健・医療・福祉体制の強化について

【依頼事項】

＜防災・減災対策＞
○平時からの訓練の実施、各種情報システムに関する平時からの入力促進、
有事の入力率向上への協力

○医療・福祉関係施設・設備の防災・減災強化に向けた対策の実施

＜健康危機管理＞
○化学災害・テロ対応への平時からの準備
（化学災害・テロ対応医薬品備蓄事業のための秘密保持契約の締結）
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災害派遣医療チーム（DMAT）の活動
医療施設、社会福祉施設等の被害状況の把握

災害派遣精神医療チーム（DPAT）の活動
災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）の応援派遣
保健師等の避難所等巡回（健康管理や感染予防策）
災害派遣福祉チーム（DWAT）等の活動
避難所への医薬品等の供給

雇用保険の失業給付について、一時離職の場合でも受給できる特例を実施、雇
用調整助成金の特例措置の実施
通常は低所得世帯等を対象に当座の生活費等の貸付けを行う生活福祉資金貸
付について、特例措置として、貸付対象の被災世帯への拡大、償還期限の延長等
を実施
保険料（税）や一部負担金の減免、窓口における被保険者証等を提示できない
場合における柔軟な対応、定員超過を認める通知の発出
仮設住宅等における見守り・相談支援、被災者のこころのケア等の実施
医療施設、社会福祉施設等の復旧に向けた補助金等の交付
雇用及び労働条件の確保等

厚生労働省では、発災後急性期から復興期まで、過去の災害における知見等も活用し
ながら、被災者に寄り添ったきめ細かな支援を実施している。

災害対応：厚生労働省における発災直後期からの主な業務
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厚生労働分野における１年の取組と今後の対応方針

【成果】
〇 発災初期より、全国から保健医療福祉活動に係る支援チームが派遣され、県、市町や避難所等で活躍。
〇 また、復旧・復興期にかけて、雇用調整助成金等の雇用対策や地域福祉推進支援臨時特例交付金による住
宅支援等を実施。

【今後の課題と対応方針】
〇 災害関連死の防止に向けた取組や施設復旧に向けた支援、ハローワーク等による雇用対策等を通じ、被災
地の復旧・復興を全力で後押ししていく。

1年の成果等 今後の課題と対応方針

被災者の命・健康を守るための取組
◆ 被災者・見守り相談支援等事業を継続して実施。
◆ 心のケアについて、令和７年１月以降能登半島北部に新たな拠
点を設置し、仮設住宅等への訪問支援等の充実を図る。

◆ 仮設住宅の高齢者等への相談支援や食事・入浴等を提供するサ
ポート拠点６箇所について、順次整備に着手し、うち１箇所は令
和７年１月に開業予定。残りの５箇所は令和７年４月以降順次開
業予定。

施設復旧に向けた支援
【介護・障害福祉】
◆ 豪雨災害により被災した施設等の復旧費の追加計上や、豪雨災
害については災害査定の一体的な実施についても検討。

【医療】
◆ 「奥能登公立４病院機能強化検討会」における議論を踏まえた、
医療機関の取組支援

雇用・労働に対する対応
◆ 労働局・ハローワークから、地域の経済団体等に加え、求人が未
充足である石川県内企業に対しても、リーフレットを用いて、在籍
型出向の人材受け入れ協力呼びかけを幅広く実施。

◆ 能登半島地震等に伴う経済上の理由により事業活動の一時的な
縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により人材を確保
する場合に、出向元事業主及び出向先事業主に対して、出向期間
中の賃金に要する経費の一部を助成。

◆ 雇用調整助成金について、能登地震・豪雨災害の対応として、能
登地域において、令和７年１月以降、現在の特例措置と同様の休
業支援を１年間受けられる措置を講じる。

被災者の命・健康を守るための取組
【応急対策期】
◆ 被災地における保健医療福祉活動を支援するため、全国からDMAT、DHEAT、DWAT

等の支援チームが派遣され、県、市町、保健所や避難所等で活動。

◆ 医療コンテナやモバイルファーマシーを活用した医療的支援。

◆ 医療機関等に対する医薬品等の供給やプッシュ型支援の枠組みにより紙おむつや
生理用品等の衛生用品等の支援を実施。

◆ 災害時保健医療福祉活動支援システム（D24H）等を活用した避難所支援を実施。

【復旧・復興期】
◆ 保健師等による巡回訪問や、仮設住宅入居者等に対して個別訪問等を行い、見守

りや日常生活上の相談支援を行った上で各専門相談機関へつなぐ取組を実施。
【被災者見守り・相談支援等事業の実績（１月～11月）】：支援件数（累計）：82,123件

◆ 被災者の心のケアのため、「石川こころのケアセンター」を設置し、電話相談に
加え、能登地域６市町において仮設住宅等への訪問支援等を実施。

【石川こころのケアセンターの活動実績（総数）（令和６年11月末時点）】：電話相談：734件 訪問支援：633件

【DMATの活動の様子】

【こころのケアセンターの活動の様
子】

施設復旧に向けた支援
◆激甚災害の指定に伴う、施設復旧に係る補助基

準額の上限撤廃や補助率の引上げ等の特例措置。
◆被災状況
・（高齢者施設）被災：能登地域６市町の28施設
→復旧済：16施設
→残り12施設中４施設において再開の方向で検討中。

・（障害福祉施設）：被災：能登地域６市町の46施設
→復旧済：37施設
→残り９施設中４施設において再開の方向で検討中。

※医療施設については能登北部・中部の13病院中、12病
院が既に診療再開済み。

【介護施設の復旧の様子】

住宅支援
◆ 地域福祉推進支援臨時特例交付金（※）の創設
※ 能登地域６市町（珠洲市、能登町、輪島市、穴水町、志賀町、七尾

市）において、地震により住宅が半壊以上の被災をした高齢者等がい
る世帯に対して、住宅再建支援等に係る給付金を支給。

【支給実績】（令和６年12月16日時点の速報値）：計14,846件

（内訳：家財11,902件、自動車2,202件、住宅再建742件）85億円

○ 雇用・労働に対する対応
◆ 地域の雇用対策等
・雇用調整助成金の特例措置
※支給実績（令和６年11月末時点、石川県）：30.8億円

・雇用保険の失業手当の特例措置の実施
・能登北部地域のハローワークにおいては、
石川県と信用金庫と連携し、求人を積極的
に開拓。

◆ 復旧・復興工事における労働者の安全
衛生確保

◆ 「生活衛生関係営業令和6年能登半島地
震特別貸付」の創設

【企業説明会の様子】

生活再建=

生

生

生 生

なりわい再建= な

な

住宅支援
◆ 応急仮設住宅の集会所等で出張相談会を開催して、被災者

に給付金の申請を促すなど、引き続き円滑な給付に取り組む。

生

生

生

な
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厚生労働省における令和７年度の災害対応の強化

〇災害から国民の命や健康を守るため、令和６年能登半島地震における災害対応を踏まえつつ、保健・医
療・福祉等の各分野において、体制・連携面や施設等の耐災害性強化の防災・減災対策を実施。

保健医療福祉支援の体制・連携強化

【保健医療福祉支援活動の連携強化】
◆ 保健医療福祉活動チーム間の協働・連携の強化、初動対応の
迅速化及び標準化を図るため、
・保健医療福祉活動チーム等における平時からの研修・訓練の強化

・保健・医療・福祉の関係団体を集めた連絡会議
等を実施。

【保健医療福祉活動チームの体制整備・人材育成】
◆ 保健関係
・ DHEAT（災害時健康危機管理支援チーム）の研修内容の見直

しや研修・訓練の実施体制の整備。
・ DICT（災害時感染制御支援チーム）の派遣手続きや情報収

集・分析等の体制整備及び研修等を実施。

◆ 医療関係
・ DMAT（災害派遣医療チーム）、DPAT（災害派遣精神医療

チーム）、災害支援ナース等の研修実施体制の整備。
・ JRAT（日本災害リハビリテーション支援協会）の体制整備

や隊員の養成等を実施。

◆ 福祉関係
・ DWAT（災害派遣福祉チーム）の活動範囲の見直しや初動を

専門とするチームの募集・編成とともに、専用の研修等を実施。

医療・福祉関係施設・設備の防災・減災強化

【情報収集体制の強化】
能登半島地震での教訓を踏まえ、

◆ D24H（災害時保健医療福祉活動支援システム）について、在
宅避難者の地域単位での把握等のためのシステム改修や、平時
からの訓練の充実を実施。

◆ 医療施設や社会福祉施設等の被害情報収集体制を強化するた
め、EMIS(広域災害医療情報システム）及び災害時情報共有シ
ステムの機能の拡充や平時での入力促進、有事の入力率向上を
図る。

【医療関係】
◆ 医療施設等の防災・減災対策の推進するため、耐震化に伴う

改修・大規模修繕等のほか、非常用自家発電設備の整備、水害
対策に伴う改修等、倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修等
の対策を実施。

◆ 災害時等の医療確保のため、都道府県と災害拠点病院におけ
る医療コンテナの導入やドクターヘリの運航体制確保への支援
を実施。

【福祉関係】
◆ 社会福祉施設等の防災・減災対策を推進するため、耐震化
に伴う改修等のほか、非常用自家発電設備の整備、水害対策に
伴う改修等、倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修等の対策
を実施。

出典：防災立国推進閣僚会議資料 5



■ 都道府県保健医療福祉調整本部における指揮調整業務
フェーズ３：
応急対応期

（避難所から仮設住宅入居
まで）

フェーズ２：
応急対応期

（避難所対策が中心の期間）

フェーズ１：
緊急対応期

（概ね発災後72時間）

ﾌｪｰｽﾞ０：初動体制の確立 （概ね発災後24時間以内）
活動項目

区
分

12時間～24時間3時間～12時間発災～3時間

保
健
医
療
福
祉
調
整
本
部
に
お
け
る
指
揮
調
整
業
務

(1)保健医療
福祉調整本部
の立ち上げ
情報共有ﾗｲﾝ
の構築

(2)情報収集
情報整理・

分析評価・対
策の企画立案

(3)受援調整

(4)対策会議の開催
（総合指揮調整）

(5)応援要請・
資源調達

(6)広報・
渉外業務

(7)職員等の
安全確保・
健康管理

保健医療福祉調整本部の立ち上げ ・定期的ﾐｰﾃｨﾝｸﾞの開始

情報ラインの構築 情報共有に係る連絡・調整

本庁各課・保健所・市町村との情報ﾗｲﾝの構築（連絡窓口の設置、ﾘｴｿﾞﾝ派遣を含む。）

・保健所との情報共有に係る連絡・調整（保健所から収集した情報の伝達 / 保健医療福祉調整本部の情報の保健所への提供）

県内全域の被災状況（人的・物的被害 / ﾗｲﾌﾗｲﾝ / 道路交通状況等）に関する情報収集

保健医療福祉の状況に関する情報収集

保健医療福祉活動ﾁｰﾑ等の活動状況に関する情報収集

保健所からの情報収集（被災地域の保健所管内の状況 / 被災地域の保健所の稼働状況 / 人的資源の充足状況等）

収集した情報の整理・分析評価（全体を俯瞰した優先課題の抽出） → 対策の企画立案（優先課題への資源の最適配分・不

足資源の調達等に係る対策） ・ 次のﾌｪｰｽﾞを見通した対策の企画立案

都道府県内受援体制の構築（保健所間支援 / 職種別支援） ・都道府県内受援調整（保健所間支援 / 職種別支援）

保健医療福祉活動ﾁｰﾑ受援体制の構築
（応援調整・受援調整窓口の設置）

DHEAT受援体制の構築
（応援調整・受援調整窓口の設置）

受援調整（受付、ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、担当ｴﾘｱ・業務割振り、連絡調整等） ※保
健医療福祉活動ﾁｰﾑに対する指揮調整を含む。

DHEATの受援調整・管理

統合指揮調整のための対策会議の設置 ・対策会議の開催（会議資料の作成/会議運営/会議録の作成）

不足する人的物的資源の確保に係る調整（要請・配分等）

・専門機関への支援要請・専門的支援に係る連絡調整

国や専門機関の情報（通知・ﾂｰﾙ等）の本庁各課・保健所への伝達
・専門的支援に係る連絡調整

広報（住民への情報提供） / 相談窓口の設置

ﾒﾃﾞｨｱ・来訪者等への対応 （現地ﾆｰｽﾞと乖離のある支援者への対応）

労務管理体制の確立

職員健康管理体制の確立 ・職員の健康相談/ 健康管理に係る助言・啓発等

応援者の安全確保・健康管理
（応援者の健康相談/ 健康管理に係る助言・啓発等）
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取組概要

令和6年度より厚生労働省で本格運用することとしている「災害時保健医療福祉活動支援システム
（D24H）」について、発災直後より、避難所状況の把握のため機能の一部を解放し、石川県保健医
療福祉調整本部、保健所等で災害対応に活用。

避難所等で活動するDMATや保健師等がラピッドアセスメントシートの項目に沿って、避難所情報を
入力し、関係者間でリアルタイムに共有することで、避難所の衛生環境改善の取組等に繋げた。

ラピッドアセスメントシート
（※）により継続的に避難所
環境の評価を実施。
※スフィア基準により作成。

▲集約した情報を地図化

※ 能登半島地震では避難所情
報の集約機能のみ活用

災害時保健医療福祉活動支援システム（D24H）の活用による避難所支援

＜ラピッドアセスメントシート＞

＜D24Survey画面＞

医療施設、
DMAT活動情報

D24H
・災害情報
の集約

・情報の可
視化 等

集
約

＜D24Hの全体像＞

社会福祉施設情報

避難所情報（※）

新総合防災情
報システム

連
携

連
携

情
報
提
供

災害対応関係者
（D24の活用主体）

・厚生労働省
・都道府県/市町村

保健医療福祉調整
本部

・災害派遣保健医療
福祉チーム（DMAT、
保健師、DWAT等）

▲避難所等の情報について、最大避難所数約４００件、情報入力・
更新回数延べ４５００件超。（R6.8.5時点） 7



災害時保健福祉医療活動支援システム（D24H）による災害時の支援（全体図）
○ 災害における保健・医療・福祉に関する個別システムと情報連携し、保健・医療・福祉に関する情報の自動的な集約が可能。
○ 他省庁システムと情報連携し、浸水域・道路啓開情報等の災害情報の自動的な集約が可能。
○ 次期総合防災情報システム（令和６年度稼働予定）とも情報連携。
○ 収集した情報を分析するとともに、これらの情報を一元的に地図上で可視化可能。
⇒ 「保健医療福祉調整本部」における迅速かつ効率的な意思決定などを支援

D24H
（災害時保健医療福祉活動支援システム）

災
害
発
生
（
被
災
地
）

①各種被災情報の集約（情報連携）

②被害予測分析・シミュレーション

保健医療福祉に関する
厚生労働省個別システム 保健医療福祉調整本

部における迅速かつ効
率的な意思決定等を

支援
EMIS医療施設等情報

災害時情報
共有システム

福祉施設等情報

保健所現状
報告システム

保健所情報

他省庁等
各災害情報システム

新総合防災情
報システム
※旧SIP4D

内閣府防災
（各省庁からの
集約情報）

他省庁関係
システムほか

国交省情報（道
路・河川）・農
水省情報（ため
池情報）等

【例】AＩ機能を活用し、ある時点か
ら一定期間までの被害予測を算出し、

患者の需要予測による病床の逼迫具合

等を予測

（実災害での活用例）
・ 医療機関の位置と
台風豪雨による推定
水域の情報を集約し、
優先的に支援を要す
る医療機関を即座に
リストアップし、DMAT
の派遣・配置を決定。

・ その際、道路交通
情報との集約・地図
化することにより、
被災医療機関への
安全なアクセス（移
動）ルートを提示。

・保健医療福祉に関する個別システム

・他省庁等災害情報システム

③情報の可視化
集約・分析した情報をマッピング（地

図化）し、関係者へ共有（提供）

集約

提供

入力

活用

D24H Survey避難所情報
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災害時における保健医療福祉関係情報の現状と課題

○ 「保健医療福祉調整本部」での情報集約は、担当部署が個別システムから収集した情報を手作業
で整理する必要があり、時間と手間がかかる。
○ 道路、気象等など、支援の調整に必要な情報を別の部署から入手する必要があり、全体の状況把
握に時間がかかる。

主な収集情報分類

○施設の被害状況 ○ライフラインの状況（電気・水道・ガス等）
○火災・浸水の有無 ○DMATの活動状況 など

医療（EMIS）

○施設の被害状況 ○ライフラインの状況（電気・水道・ガス等） ○物資の状況（食料・飲料水等）
○支援の要否 ○避難または開所の有無 など

福祉関係（介護・障害）
災害時情報共有シス
テム

○施設の被害状況 ○ライフラインの状況（電気・水道・ガス等）
○物資の状況（食料・飲料水等） など

保健所現状報告シス
テム

■災害時の情報収集のための個別システム（主なもの）

■課題

9



医療施設、社会福祉施設等の耐災害性強化について（５か年加速化対策関係）

○ 激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策として、人命・財産の被害を防止・

最小化するために、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（令和３年～７
年度）の取組として、①医療施設及び②社会福祉施設等の耐災害性強化を実施。
○ こうした中で、災害拠点病院に係る各種整備は概ね完了、また社会福祉施設等の耐震化率は
92.5%※1に到達しているものの、未耐震化施設も一定存在。また、直近の調査研究では、特に社会福
祉施設等においては、非常用自家発電設備等の備えが十分とは言えない状況との結果が出ている※２ 。

○ 災害が発生した場合でも利用者等の安全が確保されるよう、引き続き、各補助金等の周知、活用
をお願いしたい。

社会福祉施設等の耐災害性強化対策医療施設の耐災害性強化対策

•給水設備整備対策
•非常用自家発電設備整備対策
•ブロック塀整備改修対策
•非常用通信設備整備対策（右図）

• 耐震化対策
• ブロック塀等対策
• 水害対策強化対策
• 非常用自家発電設備対策（右図）

災害拠点病院の診療機能を維持するための設備や、救命救急
センター非常用自家発電設備の整備等を実施。
（令和７年度 98億円）

介護関係施設や障害者関係施設等の耐震化にともなう改修・大規
模修繕等のほか、非常用自家発電設備の整備、水害対策に伴う改
修等、倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修等の整備を実施。
（令和７年度 67億円）

※1：「社会福祉施設等の耐震化フォローアップ調査（令和 2 年 3 月 31日時点 厚生労働省調べ）
※2：令和元年老人保健健康増進等事業「高齢者施設への非常用自家発電設備等の導入に関する調査研究事業」報告書（令和 2 年 3 月 一般財団法人日本総合研究所）
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化学災害・テロ対応医薬品備蓄事業の概要

○ 都道府県は、化学テロの対応に必要な医薬品等の備蓄に努めることと
されている。

○ 厚生労働省では、都道府県の想定を超える事態が起きた際の備えとして
国家備蓄を行っている。

○ 備蓄医薬品の種類、量、場所については、厚生労働省において秘密文書
指定されており、秘密保持契約を締結した都道府県には情報提供が可能と
なる。

製薬会社 厚生労働省 備蓄機関

購入 保管
依頼

患者受入医療機関
配送

事案発生時

国内でのテロに対する健康危機管理について（令和3年4月28日付科発0428第1号等連名通知）
第３化学テロに関する危機管理について
２．事案発生に備えた事前準備
（１）医薬品、医療資機材等の備蓄

国民の保護に関する基本指針（最終変更平成29年12月）に基づき、都道府県において、平素から
化学テロを想定し、必要な医薬品、医療資機材等の備蓄に努めること。
なお、厚生労働省においては、化学災害・テロ発生時に使用される可能性があり、平時における

国内流通量が比較的少ない特定の医薬品の国家備蓄（以下、化学災害・テロ対応医薬品国家備蓄」
という。）を保有しており、化学テロ発生時に活用可能である。（後略）
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＜医療支援＞
◆災害派遣医療チーム（DMAT）、災害派遣精神医療チー
ム（DPAT）等の医療チームや看護職員、薬剤師等の派遣

◆医療コンテナやモバイルファーマシーの活用

＜被災地における健康支援・感染症対策＞
◆保健師等チーム・災害時健康危機管理支援チーム
（DHEAT）の派遣

◆災害時保健医療福祉活動支援システム（D24H）等を活用
した避難所支援

◆被災地における栄養・食生活支援

◆災害時感染制御チーム（DICT）や国立感染症研究所等の
感染症専門家による避難所等の感染症対策

◆「石川こころのケアセンター」や「親子のための相談
LINE」等の相談窓口の開設

＜水道の復旧＞
◆全国からの給水車の出動による応急給水の実施

◆水道事業にかかる技術者派遣による応急復旧

＜医療保険等における特例措置＞
◆保険証がなくても、医療・介護・障害福祉サー
ビスを受けられる措置の適用

◆医療サービス等に係る支払いが困難な被災者に
対し、窓口負担の支払いの免除等

令和６年能登半島地震への厚生労働省の対応①

【石川県ＤＭＡＴ調整本部】 【ＤＭＡＴ現場活動（患者搬送）】

初動対応・応急対策（主な取組み）

＜福祉的支援等＞
◆避難所や1.5次避難所における災害派遣福祉チーム
（DWAT）の派遣及び社会福祉施設等への介護職員
等の応援派遣

◆1.5次避難所に避難している高齢者の県内外の福祉
施設への入所調整を実施。

【DICTの避難所ラウンドの様子】 【1.5次避難所内に設置したＤＷＡＴ
による「なんでも福祉相談コーナー」】 12



復旧・復興期の支援（主な取組み）
＜生活の再建に向けた経済的支援＞
◆社会福祉協議会が行う生活福祉資金貸付制度の特例措置

◆地域福祉推進支援臨時特例交付金（※）の創設
※ 能登地域６市町において、地震により住宅が半壊以
上の被災をした高齢者等がいる世帯に対して、住宅再
建支援等に係る給付金を支給。

＜雇用・労働に対する対応＞
◆地域の雇用対策等
・ 雇用調整助成金の特例措置の実施
・ 雇用保険の失業手当の特例措置の実施
・ 特別労働相談窓口の設置

◆中小・小規模事業者の支援

◆復旧作業に従事する労働者の安全と健康の確保

令和６年能登半島地震への厚生労働省の対応②

＜医療施設、社会福祉施設等の復旧＞
◆激甚災害の指定に伴う、施設復旧に係る補助基準額の
上限撤廃や補助率の引上げ等の特例措置

＜被災者の見守り等＞
◆保健師等による巡回訪問
・全国の自治体から保健師等が派遣され、避難所や自宅で
生活する被災者への巡回訪問や健康管理の支援及び避難所
等の衛生対策等を実施。

◆被災高齢者の把握
・被災された在宅の要介護高齢者等に対し、被災高齢者等
把握事業を活用し、ケアマネジャーなどが個別訪問等によ
り、早期の状態把握や必要な支援へのつなぎ等を実施。

◆被災者見守り・相談支援
・生活支援相談員が仮設住宅入居者等に対して個別訪問等
を行い、見守りや日常生活上の相談支援を行った上で被災
者を各専門相談機関へつなぐ取組を実施。

【労働者向けリーフレット（雇用保険の特例措置）】

【仮設住宅初回巡回訪問】 【仮設住宅におけるコミュニティ支援】

写真出典：令和６年能登半島地震災害看護プロジェクト活動報告 13



○ 大規模災害時においては、都道府県に災害対策本部の下に、医療・保健・福祉支援の司令塔であ
る「保健医療福祉調整本部」を設置し、関係機関との連携、情報収集・分析、保健医療活動チームの
派遣調整等を一元的に実施。

※ 能登半島地震においては、石川県が保健医療福祉調整本部を設置。本部会議を計34回開催し、
情報分析や対応方針の策定などを実施。

概要

災害対策本部

保健医療福祉調整本部

避難所 医療機関・
福祉施設等市町村

厚生労働省
※ 現地対策本部を通じて密接に連携

保健・医療・福祉支援チーム

医療：DMAT、DPAT、日赤救護班、JMAT、
JDAT、JRAT、災害支援ナース、
薬剤師チーム等

保健：DHEAT、保健師等チーム、DICT、
JDA-DAT

福祉：DWAT等

病院や福祉施設等の被災情報や避難所等の情報等を集約

医薬品等の物資支援や支援チームの派遣など

支援チームの派遣や
物資支援等

連携（情報共有・
協議など）

厚生労働省現地本部組織図都道府県保健医療福祉調整本部を通じた震災対応

【能登半島地震で取り扱われた内容】
初動：応急的な医療確保のための医療チーム派遣、被災者の健康

状況の把握、避難所の健康管理、感染症対策など

初期：要配慮者の二次避難の推進、避難生活の長期化を支える保
健医療福祉の専門職の応援派遣など

中期以降：医療機関や福祉施設の復旧に向けた復旧計画の策定や
職員の住居確保策の支援など 14



災害時の主な保健医療福祉活動（施策）と関係団体【例】

出典：DHEAT活動ハンドブック（第2版）（令和5年3月）67頁より引用・編集

保健医療福祉対策

医療対策

感染症対策

栄養・
食生活支援

歯科保健
医療対策

生活不活発病
対策

こころのケア 被災動物対策

食品衛生／
衛生環境対策

要配慮者／
在宅被災者

対策

DMAT、日赤救護班、JMAT、DPAT、
災害支援ナース、薬剤師チーム、

自衛隊、NPO/NGO団体 JDA-DAT、
自衛隊、
ボランティア団体

DWAT
NPO団体

日本ペストコント
ロール協会、
NPO団体

ボランティア団体
DPAT、日赤こころの
ケアチーム、NPO団体

JRAT

JDAT

DICT
医師会、災害医療コー
ディネーター、小児周産
期リエゾン、薬剤師会、

看護協会 栄養士会、食生活改
善推進員、弁当業者

地域包括支援センター、
社会福祉協議会、居宅
介護支援事業所、訪問
看護、民生委員・児童

委員

食品衛生協会

獣医師会、
動物愛護推進員

精神保健福祉センター、
臨床心理士会

歯科医師会、歯科衛生
士会、歯科技工士会

インフェクションコン
トロールドクター、

感染症管理認定看護師

支援団体・チーム

地域関係機関

総合調整

・保健医療福祉調整本部

・保健所 ・市町村

DHEAT、保健師等チーム

行政組織

行政組織 地域関係機関 支援団体・チーム

理学療法士会、作業療
法士会、言語聴覚士会

15



■ 大規模災害時保健医療福祉活動【対策別】

16

フェーズ０：初動体制の確立（概ね発災後２４時間以内） フェーズ１：緊急対応期 フェーズ２：応急対応期① フェーズ３：応急対応期②
発災～３時間 ３時間～１２時間 １２時間～２４時間 （概ね７２時間以内） （避難所対策が中心の期間） （避難所から仮設住宅入居までの期間）

１．医療対策 ①医療救護活動に係る調整

②医療施設の業務継続に係る調整

③医薬品・医療用資器材の確保・供給に係る調整

④救護所の運営・避難所での医療対応

⑤地域医療提供体制の復旧・再開に係る調整

２．歯科保健医療対策 ①歯科保健医療関係の被災情報の収集・分析

②医薬品・歯科医療用資器材の確保・供給に係る調整

③口腔衛生資材の確保・供給に係る調整

④避難所等での歯科医療対応

⑤避難所等での歯科保健活動

⑥地域歯科医療提供体制の復旧・再開に係る調整

３．感染症対策 ①生活環境の整備、基本的な感染症対策の周知

②情報収集・分析評価（施設・避難所等のアセスメント）

③サーベランス

④避難所等における患者管理

４．栄養・食生活支援 ①栄養に係る情報収集・分析・評価

②栄養に係る情報提供（栄養相談・健康教育・情報提供）

③給食施設支援

５．生活不活発病対策 ①避難所環境の評価、整備

②避難所等でのリハビリテーション支援活動

③仮設住宅初期改修支援

６．車中泊・DVT対策 ①車中泊者の把握、周知啓発

②避難所環境整備、DVT健診

７．在宅被災者支援 ①在宅被災者健康調査の企画立案

②健康調査の実施

８．要配慮者支援 ①社会福祉施設等の業務継続に係る調整

②被災者への福祉的支援の実施

③在宅被災者健康調査の企画立案

④健康調査の実施

⑤見守り・相談支援等

９．こころのケア ①情報収集、こころのケア対象者の把握

②こころのケア周知啓発

③支援者支援

１０．食品衛生対策 ①情報収集・分析・評価

②避難所等における衛生指導

③食品表示に係る対応

④広報・渉外業務

⑤給食施設の衛生管理に係る対応

保健医療福祉活動チーム、日
本食品衛生協会等

DWAT、保健師等チーム、地域
包括支援センター、社協、ケ
アマネ事務所、訪看、生活支
援員、民生委員・児童委員、
自主防災組織、NPO団体等

精神保健福祉センター、
DPAT、日赤こころのケア班、
臨床心理士会、NPO団体等

対策 活動項目 関係機関等（例）

医師会、保健医療福祉活動
チーム、消防、警察、ボラン
ティア、自主防災組織等

保健医療福祉活動チーム、保
健師等チーム、地域包括支援
センター、民生委員・児童委
員、自主防災組織、NPO団体等

災害医療コーディネーター、
DMAT、日赤コーディネー
ター、DPAT、災害薬事コー
ディネーター、自衛隊、
JMAT、国病救護班、日本薬剤
師会、災害支援ナース等

JDAT（日本災害歯科支援チー
ム）、都道府県歯科医師会／
日本歯科衛生士会／日本歯科
技工士会

都道府県医師会、感染制御医
（ICD）、感染症管理認定看護
師（ICN）、災害時感染制御支
援チーム（DICT）

保健師等チーム、自衛隊、日
本栄養士会災害支援チーム
（JDA-DAT）、食生活改善推進
員、ボランティア団体（炊き
出し）、弁当業者等

・JRAT（日本災害リハビリ
テーション支援協会）等

医療搬送／入院・転院／医療救護班の搬送に係る調整

医療施設のライフライン（電気・ガス・水道等）の復旧・確保に係る連絡調整

医薬品・医療用資器材等の確保・供給に係る連絡調整

救護所の運営支援 避難所等における要医療者への対応

医療提供体制の再開・復旧に向けたロードマップの作成

安全な飲料水、衛生的なトイレの確保、手指消毒等基本的な肝炎対策の周知

避難所等の情報収集、分析評価

臨時的感染症サーベランスの実施、感染症発生動向の周知啓発

避難所等における感染者専用ゾーンの確保、健康観察

市町村の管理栄養士等の状況、備蓄物資、支援物資の状況把握、避難者数／要配慮者数 提供食の食事調査 提供食のエネルギー、栄養価の算定

・要配慮者の病態に合わせた食事の取り方啓発 ・食料入手に関する情報提供（要配慮者向け） ・避難所等での提供食の不足栄養量を補填するための協力依頼（弁当

・厨房施設の被災状況把握、給食提供状況の把握、他施設との連携状況の把握、給食提供困難施設への支援調整（食料・調理従事者） ・要配慮者への食事支援の依頼、

健康調査の企画立案（対象者の範囲、実施時期・期間、調査実施者確保の検討

生活不活発病の周知啓発、体操、レクリエーション等の実施

戸別訪問、初期改修等の支援

車中泊者に対し、DVT予防啓発リーフレットの配布、避難所におけるポスター掲示 ・避難所等への移動の呼び

避難所等における医師会等によるDVT健診の実施、医療機関への受診勧奨

安否確認／避難誘導／処遇調整

・医療ニーズ把握／医療継続支援 ・健康相談の実施 ・生活再建の支援調整

健康調査の実施 調査結果のまとめ、対応策の検討

避難所における情報収集、スクリーニング、医療の提供

報道機関を活用した広報、避難所等での周知啓発

交代制の勤務態勢の確立、休日の確保

避難所等の状況（開設状況／避難者数／衛生状況等）の把握／食品検査機関・食品製造施設等の被害状況の把握 ・衛生面が悪化している避難所の把握／食品（弁当等）製造施設の衛生管理状況・食品の適正表示の

避難所の衛生状況に応じた衛生指導の開始 ・避難所への巡回指導の開始(保健所） ・食品衛生監視員・保健医療福祉チームと連携した巡回指導／食中毒発生時の対応 ・共同施設等の衛生管理指

炊き出しボランティアへの衛生指導 ・食品（弁当等）製造施設等への巡回指導

食品表示の弾力的運用に係る協議(本庁）／食品表示に係る指導（食品製造施設等への巡回指導によ

・被災者／避難所運営管理者等への食中毒防止に関する周知啓発の準備・実施（啓発チラシの配布）／ウェブサイト等の活用） ・仮設住宅入居者向け食中毒防止の啓発

給食施設の被災状況／給食提供状況／他施設との連携状況の把握 ・給食施設の再開に向けての衛生管理に係る助言指導

・避難所の情報収集・避難者の生活状況の確認、避難所アセスメント、動きやすい住環境のアドバイス、応急的環境整備、避難所支援物資の選定・設置

・在宅高齢者等の個別訪問

・仮設住宅入所者等の見守り・相談支援

社会福祉施設等のライフライン（電気・ガス・水道等）の復旧・確保に係る連絡調整

DWAT等によるニーズ把握・福祉的支援の実施

歯科保健医療関係の被災状況等の情報収集・共有・分析

避難所・施設・在宅等の歯科医療ニーズ把握、JDAT等歯科専門職の応援派必要な歯科診療医療の提供

避難所、施設、在宅等の歯科保健ニーズ把握、JDAT等歯科専門職による歯科保健活動、歯科相談

歯科医療提供体制の再開・復旧に向けたロードマップの作成

口腔衛生資材の確認、不足資材の支援要請

医薬品・歯科医療用資器材等の確保・供給に係る連絡調整



DMAT（ディーマット：災害派遣医療チーム）
Disaster Medical Assistance Team

DPAT（ディーパット：災害派遣精神医療チーム）
Disaster Psychiatric Assistance Team

JMAT（ジェイマット：日本医師会災害医療チーム ）
Japan Medical Association Team 

JDAT（ジェイダット：日本災害歯科支援チーム）
Japan Dental Alliance Team

DHEAT（ディーヒート：災害時健康危機管理支援チーム※） ※保健所等の指揮調整機能支援

Disaster health emergency assistance team

DWAT（ディーワット：災害派遣福祉チーム）
Disaster Welfare Assistance Team

JRAT（ジェイラット：一般社団法人 日本災害リハビリテーション支援協会）

Japan Disaster Rehabilitation Assistance. Team

JDA-DAT（ジェイディーエーダット：日本栄養士会災害支援チーム）

The Japan Dietetic Association-Disaster Assistance Team

DICT（ディーアイシーティー：災害時感染制御支援チーム）

Disaster Infection Control Team

日赤救護班（日本赤十字社）

保健師等チーム（自治体職員） 等

1.5次避難所内に設置したＤＷＡＴによる
「なんでも福祉相談コーナー」

保健師による避難所巡回（輪島市）

ＤＭＡＴ現場活動（患者搬送）

保健・医療・福祉の活動チームによる支援（主なもの）
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災害時情報共有システムの報告状況と取組状況（障害者施設）

システム入力促進のための取組（平時・発災時）

Ｃ 県Ｂ 県Ａ 県

46.4 ％53.3 ％75.9 ％

震度6弱の地
震発生時の施
設・事業所の
報告状況
（割合）

報告状況（入力率：システムに登録のある県内全施設・事業所中で入力した施設等の割合）

Ｃ 県Ｂ 県Ａ 県

特になし特になし
・毎年、集団指導におい
て周知

平時

・システムを通じて、
報告の催促

・システムを通じて、
報告の催促

・電話で被害状況の確認。

・システムを通じて、
報告の催促

・発災から一定期間後、
訓練の意味も含めて、
システムへの入力を
依頼。

発災時

※最近発生した地震（震度６弱）の際の震源地付近の３県の状況（厚労省調べ）
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様式

施策事項（資料ページ） 所管課室 担当係 担当者 内線

災害等危機管理対策室 - 佐々木 3844

災害等危機管理対策室 - 庄司 3845

大臣官房厚生科学課　施策照会先一覧　（厚生労働省代表電話　０３－５２５３－１１１１）

健康危機管理（P11）

防災・減災対策（P２～10、12～18）


